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亀山市教育委員会２月定例会会議録  

 

１．日 時  

平成２８年２月１８日（木）９時開会 

 

２．場 所 

亀山市役所本庁舎３階 大会議室  

 

３．出席委員 

１番委員   太 田 淳 子 

２番委員   肥 田 岩 男 

３番委員   井 上 恭 司 

４番委員   伊 藤 ふじ子 

５番委員   大 萱 宗 靖 

 

４．欠席委員 

なし 

 

５．議事参与者 

教育次長                            佐久間 利 夫 

教育総務室長（以下総務室長という。）        原 田 和 伸 

学校教育室長（以下学校室長という。）     中 原   博 

教育研究室長（以下研究室長という。）     伊 達   弘 

生涯学習室長（以下生涯室長という。）     亀 山   隆 

図書館長                   久 野 友 彦 

歴史博物館主査（以下歴博主査という。）    小 坂 佳 史 

まちなみ文化財室員（以下まち室員という。）  斎 藤 美 佳 

教育総務室主幹（書記）            木 崎 保 光 
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６．会議録署名者指名 

  ５番委員（大 萱 宗 靖 委員） 

 

７．会議録の承認（９月定例会） 

承認 

 

８．教育長報告 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長報告の主なものを「平成２８年２月定例会教育長報告」

に基づき報告。 

１月２９日、給食大豆贈呈者感謝状授与を実施。川崎地区の宮

坂さんから毎年たくさんの大豆を学校給食のために寄贈いただい

ているので、教育委員会として感謝状を贈呈させていただいた。 

２月４日午後、アウトリーチ活動で白川小を視察させていただ

いた。普通の演奏会ではなく、出前講座的な活動ということで工

夫をしていただいていた。 

２月５日、幼稚園協会研修会とあるが、亀山市の幼稚園協会で、

わらべ歌の講師を招いて研修会が行われた。園児はもちろん高齢

者とのふれあいにも役立つのではと考えている。 

２月９日、子ども・若者支援フォーラムが県の総合文化センタ

ーで行われ、パネリストとして参加した。引きこもりの若者の支

援について、議論させていただいた。 

２月１４日、亀山市駅伝競走大会が行われた。中学生を含め、

３５チームが参加した。同日、午後からは KIFAMIGO という亀山

市の多文化共生をやっていただいている団体の交流会が行われた。 

２月１５日、１６日、教育委員の皆様には、幼稚園訪問でお世

話になった。１５日の午後からは、文化財保護審議会が開催され

た。それと言語活動研究発表会が亀山東小学校で行われ、県内各

地から３００人近い先生方に集まっていただいた。 

２月１６日、研修員の研究発表会が行われ、教育研究室に配属

されている研修員がこの１年間研究してきたことを発表した。報

告書も作成しており、学校の先生方にすぐに参考にしていただけ

る内容となっている。 

２月１７日、国民保護協議会が開催され、人的な危機管理に対
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してどのように回避していくかが計画書にまとめられ、喫緊の課

題と感じた。 

 （質問はなく、教育長報告を終わる。） 

 

９．議事 

委員長 

 

教育次長 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

教育次長 

 

大萱委員 

学校室長 

大萱委員 

 

 

学校室長 

 

 

 

大萱委員 

議案第２号「教育委員会委員の辞職に係る同意について」を上

程し、事務局の説明を求める。 

（提案理由説明） 

議案第２号については、人事に関する事件のため、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第１３条第６項ただし書に基づき、

非公開に当たるので各委員に諮る。非公開としてよいか。 

（全委員異議なし） 

議案第２号「教育委員会委員の辞職に係る同意について」は非

公開とする。関係職員以外は退室を願う。 

（関係職員以外退室） 

《非公開》 

（議案第２号「教育委員会委員の辞職に係る同意について」は

可決される。） 

（退室した職員入室） 

 

議案第３号「学校給食に関する教育委員会の方針について」の

説明を求める。 

（提案理由説明） 

（学校室長詳細説明） 

給食食材費というのは、給食費のことか。 

そうです。 

２７年度に値上げを決めたときには、賃金等も上がり、止むを

得ず上げたように記憶しているが、これだけを見ると豪華な給食

を提供するために上げたようにみえる。 

子どもたちに提供しなければならない栄養価を保つために努力

していたが、できなくなってきた。そのため２６年度に検討し、

値上げを了承いただいた。栄養価を維持するために値上げをした

ものです。 

値上げをしたことにより、従来どおりのものが提供できるよう
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井上委員 

 

学校室長 

井上委員 

 

 

太田委員 

 

 

学校室長 

 

 

 

 

 

 

太田委員 

 

教育次長 

 

 

委員長 

 

井上委員 

 

 

 

教育次長 

 

 

委員長 

 

 

になったということで理解した。 

今度、また消費税が上がると水準が落ちる。また、値上げとい

うこともあり得るのか。そこも考えていかなければいけないのか。 

消費税が１０％に上がっても値上げはしない方向でいます。 

一昨年、視察に行ったときに、視察先の教育長は、消費税が８％

から１０％に上がれば値上げをすると言っていた。給食の水準が

下がるのを防ぐため、値上げするのかと思った。 

デリバリー給食の導入について、選択方式のことしか記載がな

いが、デリバリー給食を継続していく中で、デリバリー給食の良

さを記載してもいいのではないか。 

導入の経緯については、当時中学校給食の必要性も高まってい

たが、用地などの問題がありました。子どもたちの中には、弁当

を持参することが難しい家庭も見受けられたので、いち早く対応

するために導入が決まったと聞いています。導入当時は、味や量

の問題などがありましたが、中部中学校での試行を踏まえ改善さ

れ、２３年度から本格実施されています。４０％弱の喫食率です

が、一定のニーズに対応できています。 

中学生という成長期に栄養価が高いデリバリー給食を提供して

いるとか、そういう記載があってもいいのかなと感じた。 

概ねこのような形で提案したいと考えているが、見直しや調整

が必要な部分がありますので、継続審議ということでお願いした

い。 

継続審議ということでよろしいか。 

（全員了承） 

継続審議ということで構わないが、「今後、亀山市総合計画の

中で完全給食の実施が位置付けられるよう」とある。食育やアレ

ルギー対応のことなら分かるが、総合計画の中に給食の実施や運

営方法のことが出てくるのか。 

現在の後期基本計画の中では出てきません。食育となっていま

す。前期基本計画の中では、デリバリーの件があったので検討す

るというようなことで記載があります。 

継続審議ということで、充分検討していただくようお願いしま

す。 
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委員長 

 

教育次長 

 

 

議案第４号「亀山市学校給食検討委員会設置要綱の廃止につい

て」の説明を求める。 

（提案理由説明） 

（学校室長詳細説明） 

（質問はなく、議案第４号は可決される。） 

 

１０．協議事項 

委員長 

 

総務室長 

 

太田委員 

研究室長 

 

井上委員 

 

 

教育長 

井上委員 

 

委員長 

 

 

協議事項１「平成２７年度小中学校卒業式及び幼稚園卒園式告

辞について」説明を求める。 

書記の朗読をもって説明に代えさせていただきます。 

（書記告辞朗読） 

「地域の方々等」とあるが、「等」は必要なのか。 

ご指摘のところは、不要と思いますので削除させていただきま

す。 

内容的なことではないが、寒い中、校長はじめ、市長、議長、

ＰＴＡ会長とたくさんの方が話をされるので文章を減らしていた

だけないか。 

再考させていただきます。 

是非ともお願いしたい。中身は濃く、温かい告辞にしていただ

きたい。 

再検討をしていただくということでお願いする。 

（ほかに質問はなく、協議を終わる。） 

 

１１．報告事項 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

井上委員 

 

報告事項１「次期「亀山市学校教育ビジョン」策定にむけたア

ンケートの結果について」説明を求める。 

（教育研究室長説明） 

（質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項２「亀山市立図書館雑誌スポンサー制度のスポンサー

募集に伴う広報等掲載について」説明を求める。 

（図書館長説明） 

まず１点目、目的のところで、亀山市行財政改革大綱に基づき

とあるが、どんな内容に基づいているのか。２点目、この制度が
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図書館長 

 

 

 

 

 

 

 

井上委員 

 

 

図書館長 

 

 

井上委員 

歴博主査 

 

 

 

井上委員 

歴博主査 

図書館長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

スタートすると広報等で周知して、スポンサーになっていただく

ケースもあろうかと思うが、尐ない場合は、館長自らお願いに回

ることになるのか。 

まず、大綱についてですが、これは、取組のパターンを各部署

で考えて、財政運営の改革でできることはないかと取り組んでい

ます。図書館については、広告収入の拡大などを考え、新たな財

源の確保を図ることで、効率的で持続可能な行政サービスを提供

していくとしています。制度的には２５年度から実施している雑

誌スポンサー制度を本格的に実施していくというものです。２点

目ですが、館長自ら積極的に回るということではなく、淡々と進

めて行きたいと思っています。 

２点目の件は、館長の本来の業務とは違うので、無理していた

だく必要はないと思う。大綱に基づいて財源を確保するために取

り組まれたと思うが、他の部局でもこのような事例はあるのか。 

例えば、企画総務部では広報誌への広告掲載を行ったり、環境

産業部では、ごみカレンダーに広告掲載したらどうかということ

が挙げられています。 

歴史博物館も何か取り組むのか。 

歴史博物館は、展示等文化的な活動ですので、文化活動に対し

ての補助金の研究を行っています。いろいろな財団から補助金の

提案があるので、新たな補助金の獲得により財源の確保に努めて

います。 

内部的な取り組みで図書館のような動きはないということだね。 

そうです。 

このスポンサー制度ですが、事前に商工会議所への説明は行っ

ており、教育委員会、そして議会へ報告させていただいた後、広

報等に掲載させていただくことの内諾はいただいています。 

（ほかに質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項３「図書館利用状況について」説明を求める。 

（図書館長説明） 

（質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項３「教育委員会行事報告及び予定表」について説明を
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求める。 

（総務室長、学校室長、研究室長、生涯室長、図書館長、まち

室員、歴博主査説明） 

（質問はなく、報告を終わる。） 

 

１２．その他 

委員長 

 

 ３月の定例教育委員会の開催日は２５日（金）午前中とする。 

 

１３．閉会 

     １１時３０分 

 


